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桜台東部地区防災道路１号線測量説明会 

ご意見・ご質問と区の回答 

 

練馬区では、「桜台東部地区重点地区まちづくり計画」に示す、まちの目標を実現するた

め、令和５年度から密集事業等の様々な手法を複合的に活用して防災まちづくりに取り組

んでいます。 

密集事業による防災道路の整備を進めるため、令和５年度から防災道路１号線の測量作

業を進めています。 

測量作業を進めるにあたり、測量作業の内容や道路整備の流れについて、地域の皆様に

ご説明するため、測量説明会を開催しました。 

説明会でいただいたご意見・ご質問と、それに対する区の回答は、以下のとおりです。 

 

 

≪説明会の開催概要≫ 

■現況測量説明会 

【開催日時】 

①令和 6年 2月 18 日（日）10：00～11：30 

②令和 6年 2月 19 日（月）19：00～20：30 

 ※両日とも説明内容は同じです。 

【会 場】 

開進第三小学校 1 階 マルチパーパス（練馬区桜台 2丁目 18 番 1 号） 

【参加人数】 

計 52 名 

 

■用地測量説明会 

【開催日時】 

①令和 7年 7月 25 日（金） 19：00～20：30 

②令和 7年 7月 26 日（土） 10：00～11：30 

 ※両日とも説明内容は同じです。 

【会 場】 

開進第三小学校 1 階 マルチパーパス（練馬区桜台 2丁目 18 番 1 号） 

【参加人数】 

計 44 名 

 

※各説明会の資料はホームページに掲載しています。 
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≪ご意見・ご質問と区の回答≫ 

ご意見・ご質問 区の見解・回答 説明会資料 

ページ数 

測量に関すること 

現況測量とは具体

的にどのような作

業を行うのか教え

てください。 

現況測量では、測量の基準となる基準点（鋲）を

道路上に設置します。 

設置した基準点から、道路や建物の形を観測し、

平面図を作成します。 

建物の観測は道路上から行いますが、建物の裏側

を観測する際は、皆様にご了承いただいた上で、

敷地に立入りさせていただく場合があります。 

現況測量説明会 

資料５・７ペー

ジ 

測量の基準点とは

どのようなもので

すか。 

 

基準点測量では敷

地内に杭やアンカ

ーを打ちますか。 

 

基準点は私道にも

設置しますか。 

 

公共基準点の位置

は、どこで確認で

きますか。 

基準点測量では、既設の公共基準点を基に、測量

の基準となる基準点（鋲）を道路上に設置しま

す。 

基準点は公道（区道等）に設置し、敷地内や私道

には設置しません。 

公共基準点の位置は、区ホームページの「ねりま

っぷ 公共基準点」からご確認いただけます。 

現況測量説明会 

資料５・７ペー

ジ 

用地測量とは具体

的にどのような作

業を行うのか教え

てください。 

用地測量では、土地の境界を示す境界標を観測

し、境界図面を作成した上で、土地の境界の位置

を土地所有者の皆様にご確認をいただきます。 

境界標を観測するため、皆様のご了承をいただい

た上で、敷地に立入りさせていただく場合があり

ます。 

用地測量説明会 

資料５～７ペー

ジ 
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１号線に接する土

地に加えて、さら

に隣接する土地ま

で測量が必要な理

由を教えてくださ

い。 

防災道路１号線の道路拡幅にご協力をお願いする

面積を確定するため、用地取得の対象となる防災

道路１号線に接する土地全体を対象に境界を確認

する必要があります。 

防災道路１号線に接する土地との境界を確認する

ため、その土地に加えて、さらに隣接する土地ま

で測量を行います。 

用地測量説明会 

資料６ページ 

用地測量の対象と

なる権利者数と建

物棟数を教えてく

ださい。 

防災道路１号線の沿道について、建物等の画地が

約 110 画地、土地や建物の権利をお持ちの方が約

160 人、その他分譲マンションが２棟あります。 

 

用地測量範囲（１号線に接する土地に加えて、さ

らに隣接する土地）全体では、建物等の画地が約

260 画地、土地や建物の権利をお持ちの方が約

330 人、その他分譲マンションが６棟あります。 

 

用地測量説明会の開催案内は、用地測量範囲にお

住まいの方に約 1000 通のポスティング、用地測

量範囲の土地や建物の権利を持っていて地区外に

お住まいの方に約 200 通の郵送を行い、合計で約

1200 通の案内を行いました。 

 

土地所有者が複数

いた場合、用地測

量の境界立会い

は、土地所有者全

員が行うのです

か。 

土地所有者全員に、境界立会いをお願いします。 用地測量説明会 

資料６ページ 

用地測量におい

て、土地境界の確

認をしたことが、

事業への協力（契

約）をしたことに

なるのでしょう

か。 

用地測量は、土地の境界について、土地所有者の

皆様にご確認をいただくものです。 

土地の境界が確定した後、その土地にある建物等

の調査を行ったうえで、補償に関する協議を始め

させていただきます。 

用地測量（境界の確認）へのご協力と事業（用地

取得）へのご協力は、それぞれ別にお願いして参

ります。 

用地測量説明会 

資料６ページ 
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用地測量では公図

を参考にするので

しょうか。 

 

私の土地は既に地

積測量図がありま

すが、それでも用

地測量は必要です

か。 

用地測量では、法務局に登記されている公図や地

積測量図等を参考に、現地の境界標を調査・観測

し、土地の境界を調査します。 

既に地積測量図がある場合には、地積測量図を参

考に土地の境界を調査します。 

調査した土地の境界について、土地所有者の皆様

に立会いや確認をお願いいたします。 

なお、既に地積測量図がある場合においても、１

号線の道路拡幅にご協力をお願いする面積を確定

するためには、用地測量（境界標の観測や土地所

有者の皆様の立会い）が必要です。 

用地測量説明会 

資料６ページ 

道路整備によっ

て、具体的に〇㎝

後退するのかわか

らないと実感がわ

きません。 

 

測量の成果はどの

ように示されます

か。 

用地測量では、土地の境界を示す境界標を観測

し、境界図面を作成した上で、土地の境界の位置

を土地所有者の皆様にご確認をいただきます。 

土地の境界を確認していただく際は、境界図面

（測量の成果）や道路の拡幅計画線の位置につい

てもお示しします。 

用地測量説明会 

資料６ページ 

測量に反対した場

合はどうなります

か。 

不利益はあります

か。 

測量作業において、皆様の敷地に立入る際は、区

の委託業者がお声掛けいたします。敷地の立入り

について、ご了承をいただけない場合は、敷地の

中には立入りません。 

なお、測量作業にご協力をいただけない場合、不

利益はございませんが、地域の防災性向上のた

め、皆様のご協力をお願いいたします。 
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用地測量と地区計

画はどのように関

係していますか。 

用地測量は、防災道路の整備にご協力をお願いす

る土地の面積を確定するために行う測量であり、

区が任意で行う測量です。 

地区計画は、建物の建て方や、道路および公園の

配置・規模を都市計画に定め、地区内で行われる

建築・開発行為等を地区計画の内容に沿って規

制・誘導することで、個々の建替えや新築に合わ

せて、目標とするまちづくりの実現を図るまちづ

くり手法です。地区計画は都市計画法の手続きを

踏んで策定します。 

防災まちづくりは、防災道路の整備や地区計画の

策定など、様々なまちづくり手法を複合的に活用

して進めていきます。 

 

用地補償に関すること 

具体的な補償内容

が分からないと、

測量に協力するか

どうかの判断がで

きません。 

 

道路整備により影

響が出るフェンス

や植栽などは、ど

のように補償され

ますか。 

土地、建物に対する補償内容を決定するために

は、事業計画線の位置を正確に確認する必要があ

ります。取得させていただく地積（土地の面

積）、影響を受ける建物等の範囲を確定した後

に、補償内容についてのお話し合いを始めること

が可能になります。 

そのため、まずは測量により、事業計画線の位置

や取得させていただく地積（土地の面積）、影響

を受ける建物等の範囲を確定する必要がありま

す。 

用地補償については、改めて説明会を開催した上

で、ご理解をいただけた方から個別に具体的なご

説明をさせていただきます。 

現況測量説明会 

資料５ページ 

用地測量説明会 

資料５ページ 
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防災道路に関すること 

重点地区まちづく

り計画で示されて

いる道路（青矢

印）は、道路整備

のイメージという

ことですが、防災

道路１～３号線の

具体的な位置は決

まっていないので

はないですか。 

令和４年９月に、地区の現状やまちづくりの方向

性を定める重点地区まちづくり計画を策定してい

ます。重点地区まちづくり計画では、地区内の消

防活動困難区域を解消するために必要な「防災上

必要な道路のイメージ」を示しています。 

防災道路の具体的な位置は、防災道路の沿道個別

訪問やアンケート、説明会等を開催し、地域の皆

様のご意見を伺いながら検討を進め、住宅市街地

整備計画として決定しています。 

 

防災道路の選定の

視点を教えてくだ

さい。 

 

１号線が開三小側

に曲がった理由を

教えてください。 

 

桜台通りと正久保

通りを繋ぐ路線を

整備すれば、１号

線の整備は必要な

いのではないです

か。 

防災道路は、地区内の消防活動困難区域を効果的

に解消し、曲がりやクランクの少ない道路、避難

拠点（開三中・開三小）までのアクセス道路、広

幅員道路との道路ネットワークの形成といった視

点から選定しています。 

 

１号線は現状 5.5

ｍほどの幅員があ

るが６ｍ必要なの

でしょうか。 

 

１号線は現状の幅

で、消防車と普通

車がすれ違えま

す。 

震災時には、塀や建物の倒壊等により道路が閉塞

し、平常時より狭い道路幅での救急救援活動を行

うことが想定されます。震災時においても、円滑

に緊急車両が通行し消火救援活動を行うためには

6ｍの幅員が必要です。 

阪神淡路大震災の被害状況から、道路幅員と道路

閉塞の状況の相関関係を分析した結果によると、

幅員６ｍ未満の道路では、人や車の通行が困難と

なる一方、幅員６ｍ以上の道路では、人や車の通

行が可能となる割合が高くなっています。 
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防災道路との交差

点について、防災

道路が６ｍに整備

された場合、東京

都建築安全条例上

のすみきり（２

ｍ）は不要となる

のでしょうか。 

すみきりは、安全かつ円滑な通行を確保するとと

もに、快適な道路空間を形成するため、道路幅員

等に応じて設ける必要があります。 

幅員６ｍの防災道路は、消防活動困難区域を解消

し、災害時に緊急車両が円滑に通行、活動するた

めの地域の主要な生活道路です。 

防災道路のすみきり（防災道路と公道が交差する

すみきり）については、災害時の緊急車両の円滑

な通行や、地区内の安全かつ円滑な交通処理など

の観点から、３ｍのすみきりが必要と考えていま

す。 

 

なお、この考え方とは別に、東京都建築安全条例

では、見通しの確保等のため、交差道路の角地に

おいて、すみきり２ｍが必要となる場合がありま

す。（一般的には、交差道路のどちらも幅員６ｍ

未満の場合、すみきり２ｍが必要になりますが、

交差道路のどちらかが幅員６ｍ以上の場合、すみ

きり２ｍは不要となります。） 

 

６ｍに拡幅する

と、車両の速度や

交通量が増し、事

故が多くなるので

はないですか。 

 

交通安全対策はど

のように考えてい

ますか。 

 

防災道路は開進第

三中学校や開進第

三小学校の通学路

となっており、年

配の方も多いで

す。 

防災道路は幅員６ｍの生活道路であり、歩道と車

道を分離するような広幅員道路ではありません。

このため、交通の流れが大きく変わるとは考えて

いませんが、一定の変化が生じることも想定され

ます。 

道路の交通安全対策は、地域の実情に合わせて講

じられものと考えています。交通管理者と協議し

ながら、防災道路の安全対策を検討していきま

す。 
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防災道路やまちづ

くりについて、学

校関係者とやりと

りはしています

か。 

防災道路等のまちづくりの取組については、適

宜、学校関係者と情報共有させていただいていま

す。 

 

６ｍに拡幅する

と、開三小北側の

一方通行は解除さ

れますか。 

道路を６ｍに拡幅することにより、直ちに一方通

行が解除されるわけではありません。道路拡幅後

の一方通行等の交通規制については、交通管理者

と協議していきます。 

 

防災道路の整備に

より用地を取得し

た場合、既存建物

が違法建築となる

のではないです

か。 

防災道路の整備により用地を取得した場合、既存

建築物の建ぺい率や容積率が、現行の基準（建築

基準法）に適合しなくなる場合があります。この

場合、違法建築とはならず、「既存不適格」とな

ります。 

既存不適格の建築物は、直ちに違法建築とはなり

ません。建替えの際に、その時点の基準（建築基

準法）に適合した建築計画をしていただきます。 

 

道路整備による地

域コミュニティの

分断をどのように

考えているか教え

てください。 

防災道路は、地域の生活道路として、既存道路を

６ｍに拡幅する計画です。このため、地域コミュ

ニティへの大きな影響はないと考えています。 

 

防災道路への協力

は任意と聞いてい

るが、条例により

建替え時に後退が

起きる可能性はあ

りますか。 

密集事業による防災道路の用地取得は、任意の協

力により進めていきます。土地の取得価格や補償

内容について個別に協議を行い、ご協力をいただ

ける方から用地を取得させていただきます。 

一方、地区計画において建築物に関する制限（建

物後退等）を定め、加えてその制限内容を区の条

例（練馬区地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例）に定めた場合、建替えや新築に

合わせて、建物後退等にご協力をいただくことに

なります。 
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無電柱化を検討し

てください。 

 

電柱が倒壊したら

消防車も入ってこ

られないと思いま

す。 

区では、平成２８年５月に「練馬区無電柱化基本

方針」、平成３０年３月に優先的に整備する道路

等を定めた「練馬区無電柱化推進計画」を策定

し、計画的に無電柱化を進めています。 

電線を地中化するためには、多額の費用や時間が

かかることに加え、電線を埋設する空間や地上機

器の設置等にあたって一定のスペースが必要とな

るなどの課題があります。 

 

防災道路と並行し

て様々な取組を考

えるべきだと思い

ます。 

 

道路計画は長期的

な計画であるた

め、短中期的な防

災計画も考えるべ

きです。 

防災性向上のためには、様々な手法を複合的に活

用することが重要です。 

桜台東部地区では、助成制度の拡充などにより、

建物の耐震化、狭あい道路の解消、危険なブロッ

ク塀等の撤去などを促進しています。 

また、防災イベントの開催や街頭スタンドパイプ

の設置、感震ブレーカーの無償貸与を行うなど、

ソフト面の防災対策も行っています。 

引き続き、ハード・ソフト両面で様々な取組を進

め、桜台東部地区の防災性向上に繋げていきま

す。 

 

１号線は、西武池

袋線高架下を通る

が、震災時に崩れ

ないと言えるので

しょうか。 

鉄道の高架は一定の基準により設計されており、

想定される規模の地震にも耐えられると考えてい

ます。 

 

防災道路の計画は

変更できますか。 

イエス、ノー、で

答えてください。 

防災道路は地区の防災性向上に必要な道路です。 

防災道路の計画を変更することは考えていませ

ん。 
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説明会のこの場で

参加者に防災道路

の賛否を取ってく

ださい。 

説明会は賛否を取ることを前提に開催しておら

ず、参加者への事前のおことわりがない中で、お

互いの賛否が見える状況で、賛否を取ることは適

切ではありません。 

防災道路に関する意見については、引き続き個別

訪問等を通じて、ご意見を伺いたいと考えていま

す。 

 

 

事業期間は決まっ

ていますか。 

密集事業の計画期間は当初 10 年としています

が、用地取得進捗状況等を踏まえ、計画期間の延

伸を検討していきます。 

 

消防に関すること 

防災設備の充実は

行わないのです

か。 

 

小型消防車を導入

すればよいと思い

ます。 

防災性向上のためには、様々な手法を複合的に活

用することが重要です。 

防災設備の充実のほか、防災道路の整備や個々の

建物の耐震化や不燃化、ブロック塀の撤去等、

様々な取組を組み合わせて防災まちづくりを進め

ていくことが重要です。 

上記の対策を推進していくことで、備えられた防

災設備をさらに有効に活用できると考えていま

す。 

なお、区内の各消防署には小型消防車が１台配備

されています。 

 

初期消火について

の考えを教えてく

ださい。 

桜台東部地区では、令和５年度から防災イベント

を開催しています。イベントでは、消防署や地域

の皆様と協力し、消火器を用いた初期消火体験を

実施しています。 

また、令和６年度から地区内のコンビニや公共施

設にスタンドパイプを設置し、消防署や地域の皆

様と協力し、スタンドパイプを用いた初期消火訓

練を実施しています。 
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消防活動困難区域

の根拠を説明して

ください。 

消防活動困難区域は、消防車が円滑に通行し、活

動することができる幅員６ｍ以上の道路から、

140ｍ（１本の延長が 20ｍのホースを 10 本繋

げ、市街地におけるホースの屈曲を考慮した長

さ）以上離れた区域です。 

なお、「都市防災実務ハンドブック 震災に強い

都市づくり・地区まちづくりの手引き」に消防活

動困難区域の考え方に関する記載があります。 

区ではこの考え方を参考に、地区内の消防活動困

難区域を定義しています。 

 

都市計画補助 172 号線に関すること 

補助 172 号線の進

捗について教えて

ください。 

 

早期整備は可能な

のか教えてくださ

い。 

都市計画道路は、東京における都市計画道路の整

備方針（第四次事業化計画）に基づき計画的、効

率的に整備を進めています。本区間は、優先的に

整備すべき路線には選定されておらず、整備の時

期は定まっていません。 

現在、新たな整備方針の策定に向けて、東京都お

よび区市町で検討を進めており、個別路線の位置

づけ等についても整理していく予定です。 

 

補助 172 号線が整

備されれば、防災

道路１号線の整備

は不要なのではな

いですか。 

補助 172 号線の整備は、地区の防災性向上に資す

ると考えています。 

また、地区の課題である消防活動困難区域の解消

のためには、合わせて防災道路の整備も必要で

す。 
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区の進め方に関すること 

合意がないまま測

量が進められてい

ます。 

 

説明や意見交換な

どを行い、区の信

頼回復が必要だと

思います。 

 

具体的な取り組み

は考えています

か。 

 

説明会で意見を出

しても区からフィ

ードバックがあり

ません。 

防災まちづくりを進めるにあたっては、説明会や

アンケート調査、個別訪問などを通じ、地域の皆

様のご意見を伺いながら進めてきました。 

 

令和５年度の夏頃には、防災道路１号線の沿道個

別訪問を実施し、沿道の皆様に道路整備の必要性

や測量作業についてご説明するとともに、まちづ

くりや道路整備に関するご意見を伺いました。 

また、令和７年度の夏頃にも、防災道路１号線の

沿道個別訪問を実施し、測量の作業内容や道路整

備の流れについてご説明するとともに、まちづく

りや道路整備に関するご意見を伺いました。 

 

引き続き、説明会やアンケート調査、個別訪問な

ど、様々な機会を設け、皆様にご理解いただける

ように丁寧にご説明をさせていただきます。 

 

令和７年度の夏頃

に実施した個別訪

問の結果について

教えてください。 

防災道路１号線沿道の土地や建物、計 121 件につ

いて、個別訪問を実施しました。 

直接お会いしお話させていただいた方は、全体の

約 65％です。 

お会いできなかった方や都外遠方にお住まいの方

には、資料を投函または郵送しました。 

 

説明会で書いた意

見用紙の取り扱い

はどうなります

か。 

 

アンケートの結果

はどのように反映

されますか。 

今回の説明会でいただいたご意見に加え、これま

でに、住民説明会、まちづくり協議会、住民アン

ケート、個別訪問、防災道路の測量時など、様々

な場面で幅広いご意見をいただいています。 

今後とも、地域の皆様のご意見を丁寧に伺い、防

災まちづくりの取組に活かしていきます。 
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その他 

建築時に、建ぺい

率や隣地との距離

（50cm）を守るよ

うに区から指導し

てください。 

現在区では、建物の建て方に関するきめ細かなル

ールを定める地区計画の検討を進めています。 

地区計画の中で、隣地との距離やその他の建て方

に関するルールを定め、加えてそのルール内容を

区の条例（練馬区地区計画の区域内における建築

物の制限に関する条例）に定めた場合、定められ

てルールに沿って建築していただくことになりま

す。 

 

まちづくり協議会

では、防災道路に

関する議論が外さ

れています。 

防災道路の計画は

協議会で了解した

ものではありませ

ん。 

まちづくり協議会は、地域の町会や商店会、防災

会、学校 PTA や避難拠点運営連絡会の皆様と、ま

ちづくりに関する意見交換を行う場です。 

現在、まちづくり協議会では、建物の建て方や、

道路および公園の配置・規模を都市計画に定める

地区計画の検討を進めており、その中で道路や公

園についても意見交換を行っています。 

なお、防災道路の計画は、地域の皆様のご意見を

伺いながら整備計画として定め、区が決定したも

のです。 

 

防災用の広場を作

り、防火水槽やポ

ンプを置いてはど

うでしょうか。 

桜台東部地区は公園等が少ない地域であり、現在

区では、まちづくりニュース等を活用し、公園用

地の募集を行っています。今後、公園等の具体的

な整備を検討する際は、防災機能を有する公園の

整備を検討していきます。 

 

 


